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(57)【要約】
　有機ＥＬ素子の保護機能と光の利用効率を高められ、
簡易な構成の表示装置を提供する。
　有機ＥＬ素子が基板（１０）上に複数形成された表示
装置において、有機ＥＬ素子の上に保護層を形成し、そ
の保護層は、無機材料からなる第１の保護層（１５）と
、樹脂からなり、マイクロレンズ（１６ａ）が形成され
た第２の保護層と、無機材料からなる第３の保護層（１
７）とを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機
ＥＬ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に
形成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、該第１の保
護層の上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層の上に形成さ
れた、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前記発光層で
発光した光の少なくとも一部を集光させるマイクロレンズが形成されていることを特徴と
する表示装置。
【請求項２】
　前記マイクロレンズは前記有機ＥＬ素子の夫々に形成されていることを特徴とする請求
項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記マイクロレンズは、細長い蒲鉾型の形状を有していることを特徴とする請求項２に
記載の表示装置。
【請求項４】
　前記複数の有機ＥＬ素子が形成された表示領域と、該表示領域の外側に位置し、前記有
機ＥＬ素子が形成されていない周辺領域とを有し、該周辺領域において前記第１の保護層
と前記第３の保護層が互いに接していることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記基板の上には、無機材料からなる層間絶縁膜と表面を平坦にするための平坦化膜と
がこの順に形成されており、前記層間絶縁膜と前記平坦化膜とを介して前記有機ＥＬ素子
が形成されており、前記第１の保護層は、前記周辺領域で前記層間絶縁膜と接しているこ
とを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２の保護層の最小膜厚は、１μｍ以上５０μｍ以下であることを特徴とする請求
項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｅｎｔ）素子を用いた表示装置に関し、特に
、光の利用効率を高めることが可能な有機ＥＬ素子を用いた表示装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子の電極や、発光層、正孔輸送層等の有機化合物層は、空気中の水分や酸素
との反応による腐食や酸化を生じ易い。このような腐食や酸化は、ダークスポットと呼ば
れる未発光部を著しく成長させ、有機ＥＬ素子における経時的な特性劣化の原因となって
いる。ここで、ダークスポットの発生要因を説明する。
【０００３】
　通常、有機ＥＬ素子は、空気中の水分や酸素と有機化合物層との接触を遮断するために
、その表面を保護層で覆っている。しかし、製造プロセスで発生するエッチング残渣やゴ
ミ等のパーティクルにより、保護層の一部にピンホールを生じることがある。そして、こ
のピンホールから酸素や水分が素子内部へと進入し、ダークスポットを発生させる。この
ような酸素や水分の侵入を防ぐためには、保護層を厚膜化し、パーティクルを十分にカバ
ーできればよい。しかし、保護層の材料がＳｉＮなどの無機材料の場合は、ＣＶＤなどで
成膜するために製造のタクトタイムが増加し、コストを上昇させるという問題がある。一
方、塗布などの成膜が簡便で済む樹脂層で前記パーティクルを十分にカバーしたうえで、
この樹脂層上に緻密な無機材料からなる保護層を形成する構成も考案されている。
【０００４】
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　例えば、特許文献１には、有機ＥＬ素子の上部電極の上に、シリコン窒化酸化物（Ｓｉ
ＯＮ）層／有機材料層／シリコン窒化酸化物（ＳｉＯＮ）層から成る積層構造の保護層を
形成する、という封止技術が開示されている。
【０００５】
　また、有機ＥＬ素子の別の課題として、光取り出し効率が悪いことが知られている。こ
れは、有機ＥＬ素子では、発光層から光が様々な角度で出射するため、保護層と外部空間
との境界面で全反射成分が多く発生し、発光光が素子内部に閉じ込められてしまうからで
ある。この課題を解決するために、様々な構成が提案されている。例えば、特許文献２に
は、有機ＥＬ素子を封止する酸化窒化シリコン（ＳｉＮｘＯｙ）膜上に樹脂から成るマイ
クロレンズアレイを配置して光取り出し効率を向上させる構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－０２５７６５号公報
【特許文献２】特開２００４－０３９５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１で示される積層構造の保護層と特許文献２で示されるマイクロレ
ンズを組み合わせると、以下のような課題を発生してしまう。
【０００８】
　すなわち、保護層としての積層構造の上に樹脂からなるマイクロレンズアレイを配置す
ると、マイクロレンズ自身は外部雰囲気に曝される。そのため、マイクロレンズに雰囲気
中の水分が浸入しやすく、膨潤による屈折率や形状の変化を生じ、レンズ機能を低下させ
てしまう。
【０００９】
　この問題を解決するために、マイクロレンズの表面にＳｉＮなどの無機材料からなる最
外部の保護膜を成膜する構成も考えられるが、その場合、３層からなる保護層とマイクロ
レンズを構成する樹脂層を併せて５層もの層構成となり、コスト上昇となる。また、その
様な構成であると反射界面を構成する層界面数が増え、素子内部に閉じ込められる発光光
が増加する。その結果、光取り出し効率が悪化し、マイクロレンズを設ける利点が低下し
てしまう。
【００１０】
　本発明の目的は、ダークスポットの発生を低減するとともに、光取り出し効率が高く、
更に、低コストで製造可能な有機ＥＬ素子を用いた表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の表示装置は、一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化
合物層と有する有機ＥＬ素子が基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有
機ＥＬ素子上に形成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層
と、該第１の保護層上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層
上に形成された、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前
記発光層で発光した光の少なくとも一部を集光するマイクロレンズが形成されていること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　上述した本発明の構成によれば、厚膜化が容易な樹脂材料からなる第２の保護層でエッ
チング残渣やゴミなどのパーティクルを十分にカバーでき、また、マイクロレンズの作用
により光の利用効率を高められる。更に、マイクロレンズの表面には無機材料からなる第
３の保護層が形成されているため、マイクロレンズの経時的な変化を抑制でき、安定的に
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光取り出し効率を高められる。更に、樹脂材料からなる第２の保護層とマイクロレンズを
構成する樹脂層を兼用としているために全体的な総数を減らすことができるため、生産コ
ストを低減させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態を示す部分断面図である。
【図２】従来の構成を示す部分断面図である。
【図３】放射角と相対輝度の相関を示す図である。
【図４】本発明の表示装置の製造工程を示す図である。
【図５】本発明の実施形態の表示領域外における保護層の状態を示す断面図である。
【図６】本発明の実施例２の表示装置の製造工程を示す図である。
【図７】本発明の表示装置の画素配列とマイクロレンズ形状を示す図である。
【図８】本発明の表示装置の他の画素配列とマイクロレンズ形状を示す図である。（ａ）
は正面図であり、（ｂ）は斜視図である。
【図９】本発明の表示装置のさらに他の画素配列とマイクロレンズ形状を示す図である。
（ａ）は正面図であり、（ｂ）は斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜有機ＥＬ表示装置について＞
　以下、本発明の実施形態に係る表示装置について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係る表示装置を示す部分断面図である。本表示装置は、基
板上に形成された有機ＥＬ素子の上面から、図１においては上方向に光を取り出すトップ
エミッション型の表示装置である。
【００１６】
　本発明の表示装置は、基板１０と、基板１０上にマトリクス状に形成された、表示領域
を構成する複数の画素からなる。ここで、画素とは、１つの発光素子に対応した領域を意
味する。本発明では、発光素子としての有機ＥＬ素子が上記複数の画素のそれぞれに形成
されており、それら有機ＥＬ素子間には画素間を分離する画素分離層１２が設けられてい
る。また、有機ＥＬ素子の夫々は、一対の電極であるアノード電極１１及びカソード電極
１４と、それらの電極間に挟持された、発光層を含む有機化合物層１３（以下、有機ＥＬ
層と呼称する）を備えている。具体的には、基板１０の上に、画素毎にパターニングされ
たアノード電極１１が形成され、そのアノード電極１１上に有機ＥＬ層１３が形成され、
更に、有機ＥＬ層１３上にカソード電極１４が形成されている。アノード電極１１は、例
えば、Ａｇ等の高い反射率を持つ導電性の金属材料から形成される。また、アノード電極
は、そのような金属材料から成る層とホール注入特性に優れたＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔ
ｉｎ－Ｏｘｉｄｅ）などの透明導電性材料から成る層との積層体から構成しても良い。一
方、カソード電極１４は、複数の有機ＥＬ素子に対して共通に形成されており、また、発
光層で発光した光を素子外部に取り出し可能な半反射性或いは光透過性の構成を有してい
る。具体的には、素子内部での干渉効果を高めるためにカソード電極１４を半反射性の構
成とする場合、カソード電極１４は、ＡｇやＡｇＭｇなどの電子注入性に優れた導電性の
金属材料から成る層を２～５０ｎｍの膜厚で形成することにより構成されている。なお、
半反射性とは、素子内部で発光した光の一部を反射し、一部を透過する性質を意味し、可
視光に対して２０～８０％の反射率を有するものをいう。また、光透過性とは、可視光に
対して８０％以上の透過率を有するものをいう。
【００１７】
　また、有機ＥＬ層１３は、少なくとも発光層を含む単層又は複数の層からなる。例えば
、有機ＥＬ層１３の構成例としては、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層か
らなる４層構成や、正孔輸送層、発光層及び電子輸送層からなる３層構成等が挙げられる
。有機ＥＬ層１３を構成する材料は、公知の材料を使用することができる。
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【００１８】
　基板１０には各有機ＥＬ素子を独立に駆動可能なように画素回路が形成されている。こ
れらの画素回路は、複数のトランジスタから構成されている（不図示）。このトランジス
タが形成された基板１０は、トランジスタとアノード電極１１とを電気的に接続するため
のコンタクトホールが形成された層間絶縁膜に覆われている（不図示）。更に層間絶縁膜
上には、画素回路による表面凹凸を吸収し、表面を平坦にするための平坦化膜が形成され
ている（不図示）。
【００１９】
　また、カソード電極１４の上には、空気中の酸素や水分から有機ＥＬ層１３を保護する
ために保護層が形成されている。
【００２０】
　保護層は、３層構成からなり、カソード電極１４側から第１の保護層１５、第２の保護
層１６、第３の保護層１７の構成となっている。
【００２１】
　第１の保護層１５は、ＳｉＮ、ＳｉＯＮなどの無機材料からなり、そのうえに積層され
る第２の保護層１６を構成する樹脂材料が含有する水分から有機ＥＬ層１３を保護する作
用を有する。また、第１の保護層１５は、上記樹脂材料の硬化に伴い発生する応力を緩和
する作用を持たせることも可能である。膜厚は０．１μｍ以上１．０μｍ以下が好ましく
、ＣＶＤ法で形成することが好ましい。
【００２２】
　第２の保護層１６は、水分含有率が低い透明な樹脂材料から構成される。水分含有率と
しては、１００ｐｐｍ以下が好ましい。また、透明性としては可視光に対して膜厚１０μ
ｍにおいて９０％以上の透過率を持つものが好ましい。樹脂材料としては、熱硬化型樹脂
、光硬化型樹脂、熱可塑性樹脂が好ましい。これらの樹脂としては、具体的にはエポキシ
樹脂、ポリウレタン硬化型樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹
脂、アクリル系反応樹脂、ホルムアルデヒド樹脂がある。更に、このような樹脂の例とし
て、シリコン樹脂、エポキシ・ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂とイソシアネートプレ
ポリマーの混合物、ポリエステルポリオールとポリイソシアネートの混合物、ポリウレタ
ンとポリイソシアネートの混合物等、及び、塩化ビニル、酢酸ビニル、ビニルアルコール
、マレイン酸、アクリル酸、アクリル酸エステル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、
メタクリル酸、メタクリル酸エステル、スチレン、ブタジエン、エチレン、ビニルブチラ
ール、ビニルアセタール、ビニルエーテル等を構成単位として含む重合体または共重合体
、各種ゴム系樹脂が挙げられる。後述するように、第２の保護層１６にはマイクロレンズ
が形成される。そのため、第２の保護層１６の膜厚は一定ではないが、最小の膜厚、つま
り最も薄い箇所の膜厚は、１μｍ以上５０μｍ以下であることが好ましい。このような第
２の保護層は、塗布法、印刷法等により形成可能である。
【００２３】
　第３の保護層１７は、ＳｉＮなどの無機材料からなり、有機ＥＬ素子内部への外部から
の酸素や水分の侵入を防ぐ作用を有する。膜厚は０．５μｍ以上５．０μｍ以下が好まし
く、ＣＶＤ法で形成することが好ましい。
【００２４】
　第２の保護層１６の光取出し側（図１の上方向）には、複数のマイクロレンズ１６ａが
アレイ状に形成されている。そして、それぞれのマイクロレンズ１６ａと、それに隣接す
るマイクロレンズとの間には滑らかな曲線で繋がる凹部１６ｂが形成されている。マイク
ロレンズ１６ａは第２の保護層１６を構成する樹脂材料を加工することにより形成されて
いる。具体的には、マイクロレンズは、型押しなどの方法により形成可能である。マイク
ロレンズ１６ａは、画素毎（すなわち、有機ＥＬ素子毎と同義。）に１つ形成されている
ことが好ましいが、１つの画素に複数のマイクロレンズを形成したり、複数の画素に１つ
のマイクロレンズを形成してもよい。また、第３の保護層１７は、マイクロレンズ１６ａ
の形状に倣って形成されている。
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【００２５】
　このような構成により、例えば、１画素に１つのマイクロレンズ１６ａがある場合に、
有機ＥＬ層１３から出射された光は、透明なカソード電極１４を透過する。次いで第１の
保護層１５、第２の保護層１６が構成するマイクロレンズアレイ、第３の保護層１７を透
過して、有機ＥＬ素子の外部へ出射される。
【００２６】
　ここで、マイクロレンズ１６ａが形成されていない場合（図２）には、有機ＥＬ層１３
の発光層から斜めに出射された光１８は、第３の保護層１７から出射する際に、さらに斜
めになって出射する（２０の方向）。これに対して、図１のように、マイクロレンズ１６
ａが形成されている構成では、第３の保護層１７から出射された光１９は、マイクロレン
ズ１６ａが無い場合に比べて、出射角度が基板垂直方向に近づく（１９の方向）。したが
って、マイクレロレンズ１６ａが無い場合に比較して、マイクロレンズ１６ａがあった場
合の方が基板垂直方向への集光効果が向上する。すなわち、表示装置としては、正面方向
における光の利用効率を高めることができる。
【００２７】
　また、マイクロレンズ１６ａが形成された構成においては、発光層から斜めに出射され
た光１９の出射界面（第３の保護層１７と空気との界面）に対する入射角度が垂直に近く
なるため、全反射する光量が減少する。その結果、光取り出しの効率も向上する。
【００２８】
　なお、光の集光特性は、発光面積、マイクロレンズの曲率、発光面からレンズまでの距
離に依存し、これらをパラメータとしてマイクロレンズを設計することが好ましい。
【００２９】
　ここで、発光面積と光の集光特性との依存性は次のことが挙げられる。すなわち、マイ
クロレンズ中央直下で発光した光は正面方向に集光しやすいが、マイクロレンズ周辺直下
で発光した光は正面方向に集光しずらいのである。
【００３０】
　次に、マイクロレンズの曲率と光の集光特性について述べる。図３に、マイクロレンズ
のレンズ曲率半径Ｒ［μｍ］が異なる場合の、放射角と相対輝度の相関関係の変化を示す
。図３において、「平坦」とは、マイクロレンズが形成されていない場合を示す。
【００３１】
　なお、測定に用いたマイクロレンズはレンズ曲率半径Ｒ（２０，３０，６０，１００［
μｍ］）が異なる４種類のものを用意した。それぞれの構成において、画素ピッチを３１
．５μｍ、マイクロレンズ１６ａの最大幅を３１．５μｍ、発光領域（画素分離膜で規定
された１画素の発光領域）の幅を１６．５μｍとした。また、カソード電極は酸化インジ
ウムと酸化亜鉛の混合物で構成し、屈折率１．９、膜厚０．０５μｍとした。第１の保護
層はＳｉＮで構成し、屈折率１．８３、膜厚０．１８μｍとした。第２の保護層はエポキ
シ樹脂で構成し、屈折率１．５４、最小膜厚を１０μｍとした。第３の保護層はＳｉＮで
構成し、屈折率１．８３、膜厚１μｍとした。
【００３２】
　なお、相対輝度とは、マイクロレンズ１６ａが形成されていない構成（図２で示される
構成）における放射角０［ｄｅｇ］のときの輝度を１とした場合の相対的な輝度を意味す
る。
【００３３】
　図３により、放射角３０［ｄｅｇ］以下において、マイクロレンズ１６ａが形成されて
いる方が、マイクロレンズ１６ａが形成されていない場合よりも相対輝度が高くなってい
ることが分る。更に、マイクロレンズ１６ａが形成されている場合においても、レンズ曲
率半径Ｒが小さい程、相対輝度が高くなっていることが分る。
【００３４】
　一方、放射角３０［ｄｅｇ］以上では、マイクロレンズ１６ａを形成しない方が、マイ
クロレンズ１６ａが形成されている場合に比べ相対輝度が高くなっていることが分る。更
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に、マイクロレンズ１６ａが形成されている場合においても、レンズ曲率半径Ｒが大きい
程、相対輝度が高くなっていることが分る。すなわち、レンズ曲率半径Ｒが大きいほど集
光効果が小さくなることが分る。
【００３５】
　なお、放射角と相対輝度の相関が変わる境界を放射角度３０［ｄｅｇ］として説明した
が、発光面積や発光面からレンズまでの距離に応じて、境界の放射角度は変化する。
【００３６】
　しかし、上述したレンズ曲率半径Ｒの大小による放射角と相対輝度の相関は変わらない
。
【００３７】
　＜表示装置の製造方法＞
　次に、本実施形態の表示装置の製造方法について図４を参照して説明する。図４は、本
実施形態の表示装置の各製造工程を示す概要断面図である。なお、カソード電極１４の形
成までは周知な製造工程であるため、ここでは説明を省略する。先ず、図４（ａ）に示す
ように、トップエミッション型の有機ＥＬ素子が複数形成された基板１０を用意する。こ
の有機ＥＬ素子は、アクティブマトリクス型の画素回路が形成された基板１０の上に、層
間絶縁膜、平坦化膜を介して、アノード電極１１、画素分離層１２、有機ＥＬ層１３、カ
ソード電極１４を形成したものである。
【００３８】
　次に、図４（ｂ）に示すように第１の保護層１５を表示領域の全域に形成する。第１の
保護層１５は、その上に形成される第２の保護層を構成する樹脂材料が含有する水分が有
機ＥＬ素子に接触することを遮断するための、言わば封止機能を有する部材である。その
ため、第１の保護層１５は、光の透過率が高く、防湿性に優れた部材であることが好まし
く、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜から構成されることが好ましい。
【００３９】
　次に、図４（ｃ）に示すように第１の保護層１５上に、第２の保護層１６を表示領域の
全域に形成する。第２の保護層１６は樹脂材料からなる。また、第２の保護層の膜厚は、
エッチング残渣などのゴミを十分にカバーすることが可能であると共に画素分離膜１２に
生じる凹凸を平坦化することが可能なように、１０μｍ～１００μｍ程度とする。樹脂材
料としては水分含有が少ない熱硬化型樹脂、熱可塑性樹脂、光硬化型樹脂を用いることが
できる。熱硬化型樹脂と光硬化型樹脂を用いた場合、成膜方法としては、スピンコート法
、ディスペンス法などを用いることが可能である。また、第１の保護層１５上に、膜厚１
０μｍ～１００μｍ程度の熱可塑性樹脂のフィルムを真空下にて貼りつける方法も用いる
ことができる。具体的な樹脂材料としては、エポキシ樹脂、ブチル樹脂が好適に用いられ
る。
【００４０】
　次に、図４（ｄ）に示すように、マイクロレンズ１６ａを成形するための型２１を用意
し、樹脂材料に気泡が混入しないように、樹脂材料型２１を樹脂材料に対して押圧する。
【００４１】
　型２１は、一般的な金属で形成することができるが、樹脂材料に光硬化型樹脂を用いる
場合は、光を透過させる必要があるため石英基板から形成されることが好ましい。また、
型２１の樹脂材料に対する剥離性を高めるために、型２１の表面に、フッ素樹脂などの膜
を形成してもよい。
【００４２】
　樹脂材料に熱硬化型樹脂を用いる場合は、型２１における各マイクロレンズの凸部の頂
点が、対応する画素の中心とほぼ一致した状態で、樹脂材料を８０℃に加熱することによ
り硬化させる。
【００４３】
　硬化温度については、一般的な有機ＥＬ層１３を構成する有機化合物の耐熱温度が１０
０℃程度であるため、８０℃程度の硬化温度が好ましい。
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【００４４】
　次に、図４（ｅ）に示すように、型２１を、硬化した樹脂材料から剥がす。
【００４５】
　これにより、第２の保護層１６の表面に、各画素に対応してマイクロレンズ１６ａが形
成される。ここで、互いに隣接するマイクロレンズの間に形成される凹部１６ｂは滑らか
な曲線（連続的な曲線）で繋がる構成とした。この結果、第２の保護層１６の表面には、
段差や急激に傾きが変化する部分が存在しなくなる。
【００４６】
　このような急激な傾きの変化や段差が存在すると、マイクロレンズ１６ａ上に第３の保
護層１７を形成する際に、段差等の角部に原料ガスが供給され難く、膜成長が阻害される
。結果として亀裂が入った状態で第３の保護層１７が形成され、第３の保護層１７の封止
機能が失われてしまう。よって、型２１の表面形状は、このような課題を生じないように
、かつ所望の集光特性を示すマイクロレンズを形成可能なように設計、加工されることが
好ましい。
【００４７】
　また、凹部１６ｂの底部の膜厚が薄いとエッチング残渣などのゴミを十分にカバーする
ことができずピンホール発生の原因となるため、凹部１６ｂの底部における第２の保護層
の最小膜厚は、１μｍ以上とした。また、凹部１６ｂの底部における第２の保護層の最大
膜厚は、吸収による光量減衰や隣接画素からの発光光の漏れ込み防止のために５０μｍ以
下とした。
【００４８】
　最後に、図４（ｆ）に示すように、硬化した第２の保護層１６上に先述した第３の保護
層１７を表示領域の全域に形成する。第３の保護層１７としては光の透過率が高く、防湿
性に優れた部材が好ましく、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜が好ましい。第１の保
護層１５と第３の保護層１７は同じ材質であっても、異なる材質であっても良い。
【００４９】
　ここで、第１の保護層１５と第３の保護層１７は、図５に示すように、有機ＥＬ素子が
形成された表示領域の外側であって、有機ＥＬ素子が形成されていない周辺領域で直接接
し、第２の保護層１６を挟み込むように形成されている。つまり、第２の保護層１６は、
第１の保護層１５と第２の保護層１７とで封止された構成となっている。
【００５０】
　このため、第２の保護層１６を構成する樹脂材料に外部の空気中の水分が浸入すること
がない。
【００５１】
　また、図５に示すように、基板１０上の平坦化膜５２下に形成された層間絶縁膜５１と
第１の保護層１５は、周辺領域で直接接し、平坦化膜５２、有機ＥＬ層１３、カソード電
極１４及び不図示の画素分離膜を挟み込むように形成されている。つまり、平坦化膜５２
、有機ＥＬ層１３、カソード電極１４、画素分離膜は、層間絶縁膜５１と第１の保護層１
５とで封止された構成となっている。層間絶縁膜５１は、窒化シリコン、酸化窒化シリコ
ン等の無機材料で構成され、防湿性に優れているため、平坦化膜５２や画素分離層を通じ
て表示領域内部に外部から水分が浸入することを防止できる。
【００５２】
　なお、図４（ｃ）（ｄ）（ｅ）のマイクロレンズ１６ａを形成する工程では、型２１に
よる直接形成法の説明を行なったが、マイクロレンズは、下記ｉ）～ｖ）のいずれかの方
法によっても作製可能である。
ｉ）フォトリソなどによってパターニングされた樹脂層を熱処理し、リフローによって樹
脂層をマイクロレンズ形状に変形させる方法。
ｉｉ）均一の厚さに形成された光硬化型樹脂層を、面内方向に分布を持った光で露光し、
この樹脂層を現像することによってマイクロレンズを形成する方法。
ｉｉｉ）イオンビームあるいは電子ビーム、レーザー等を用いて、均一の厚さに形成され
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た樹脂材料の表面をマイクロレンズ形状に加工する方法。
ｉｖ）各画素に適量の樹脂を滴下して自己整合的にマイクロレンズを形成する方法。
ｖ）有機ＥＬ素子が形成された基板とは別個に、マイクロレンズが予め形成された樹脂シ
ートを用意し、両者をアライメントした後、貼り合せることによりマイクロレンズを形成
する方法。
【００５３】
　なお、本発明におけるマイクロレンズは、半球型でも良いし、蒲鉾型の半円筒型であっ
ても構わない。蒲鉾型の半円筒状である場合には、上下又は左右方向の何れかにおいて特
に集光機能を有する。なお、半円筒型の長さ方向の端部は半球型でも良いし、端面が基板
に垂直に形成されていても良い。
【００５４】
　なお、本発明の表示装置の用途として、高輝度による視認性の向上が重要なモバイル用
途、例えばデジタルカメラの背面モニタ、携帯電話用ディスプレイなどが挙げられる。ま
た、同じ輝度でも低消費電力が期待されるので、屋内で使用する用途にも有用である。
【００５５】
　本発明は、上述した趣旨を逸脱しない限り、以上説明した構成に限られることはなく、
種々の応用・変形が可能である。
【実施例】
【００５６】
　（実施例１）
　ガラス基板上に、低温ポリシリコンＴＦＴで画素回路（不図示）を形成し、その上にＳ
ｉＮからなる層間絶縁膜とアクリル樹脂からなる平坦化膜を、この順番で形成して図４（
ａ）に示す基板１０を作成した。この基板１０上にＩＴＯ膜／ＡｌＮｄ膜をスパッタリン
グ法にて３８ｎｍ／１００ｎｍの厚さで形成した。続いて、ＩＴＯ膜／ＡｌＮｄ膜を画素
毎にパターニングし、アノード電極１１を形成した。
【００５７】
　この上にアクリル樹脂をスピンコートした。次に、アクリル樹脂をリソグラフィ法によ
り、アノード電極１１が形成された部分に開口（この開口部が画素に相当）が形成される
ようにパターニングし画素分離層１２を形成した。各画素のピッチを３０μｍ、開口によ
るアノード電極１１の露出部の大きさを１０μｍとした。これをイソプロピルアルコール
（ＩＰＡ）で超音波洗浄し、次いで、煮沸洗浄後乾燥した。さらに、ＵＶ／オゾン洗浄し
てから有機ＥＬ層１３を真空蒸着により成膜した。
【００５８】
　有機ＥＬ層１３としては、始めに、ホール輸送層をすべての画素に８７ｎｍの厚さで成
膜した。この際の真空度は１×１０－４Ｐａ、蒸着レートは、０．２ｎｍ／ｓｅｃであっ
た。
【００５９】
　次に、シャドーマスクを用いて、赤色発光層、緑色発光層、青色発光層をそれぞれ厚さ
３０ｎｍ、４０ｎｍ、２５ｎｍで成膜した。
【００６０】
　続いて、すべての画素に共通の電子輸送層としてバソフェナントロリン（Ｂｐｈｅｎ）
を真空蒸着法にて１０ｎｍの厚さで形成した。蒸着時の真空度は１×１０－４Ｐａ、成膜
速度は０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【００６１】
　その後、共通の電子注入層として、ＢｐｈｅｎとＣｓ２ＣＯ３を共蒸着（重量比９０：
１０）して４０ｎｍの厚さで形成した。蒸着時の真空度は３×１０－４Ｐａ、成膜速度は
０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【００６２】
　次に、上記ホール輸送層から電子注入層までの有機ＥＬ層１３を成膜した基板を、真空
を破ること無しにスパッタ装置に移動し、カソード電極１４として極薄Ａｇおよび透明電
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極層としてをそれぞれ１０ｎｍ及び５０ｎｍの厚さで順に成膜した。透明電極層の材料と
しては、酸化インジウムと酸化亜鉛の混合物を用いた。
【００６３】
　次に、図４（ｂ）に示すように、窒化珪素からなる第１の保護層１５を、ＳｉＨ４ガス
、Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。その後、図４（ｃ）に示す
ように、露点温度６０℃の窒素雰囲気下で、粘度３０００ｍＰａ・ｓの熱硬化性の樹脂材
料（エポキシ樹脂）を精密描画が可能なディスペンサー（武蔵エンジニアリング社製、製
品名ＳＨＯＴ　ＭＩＮＩ　ＳＬ）を用いて塗布した。
【００６４】
　樹脂材料を熱硬化する前に、図４（ｄ）のように、別途用意したマイクロレンズ１６ａ
を成形するための型２１を、樹脂材料の表面に押し当てた。押し当てる際、型２１に形成
してあるアライメントマークと基板に形成してあるアライメントマークをあわせる事によ
り位置決めを行なった。その結果、画素に合わせてマイクロレンズ１６ａが形成された。
型２１は、画素ピッチと同じピッチで凹状に窪みが形成されており、その窪みの表面に離
形剤としてテフロン（登録商標）系の樹脂をコートした。窪みの形状、すなわちマイクロ
レンズ１６ａの形状は、曲率半径３０μｍで形成した。ピッチ３０μｍであるので、マイ
クロレンズアレイの高さは４μｍ程度になった。
【００６５】
　ここで、クリーンルームおよびプロセス装置の環境を考慮して、異物等があっても樹脂
材料で平坦化することを目的としているので、第２の保護膜１６の最小膜厚（最薄部にお
ける膜厚）は１０μｍとした。
【００６６】
　上記のように型２１を押し当てた状態で、真空環境下で１００℃の温度で１５分間加熱
し、樹脂材料（エポキシ樹脂）を硬化させた。その後、樹脂から型２１を離して、図４（
ｅ）のようにマイクロレンズ１６ａを形成した。
【００６７】
　さらに、図４（ｆ）のように、窒化珪素からなる無機材料の保護膜（第３の保護層１７
）を、ＳｉＨ４ガス、Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。第３の
保護膜１７の膜厚は１μｍとし、有機ＥＬ素子が形成された表示領域の全面を覆うように
形成した。
【００６８】
　このようにして製造した本発明の表示装置の輝度を測定したところ、マイクロレンズを
形成していない表示装置の輝度と比較すると、真正面から見たときに１．６倍程度、輝度
が向上していた。
【００６９】
　また、マイクロレンズが形成された第２の保護層１６は、第１の保護層１５と第３の保
護層１７とで完全に包まれているため、高温高湿の環境においても樹脂に水が透湿しない
ため、樹脂が膨潤してレンズの集光性が変化することは無かった。
【００７０】
　（実施例２）
　マイクロレンズアレイの形成手法として、実施例１とは異なり、図６に示す工程で形成
した。なお、第１の保護層１５の形成工程までは実施例１と同様であるため説明を省略し
、第２の保護層１６の形成工程から説明を行なう。
【００７１】
　まず、露点温度６０℃の窒素雰囲気下で、粘度３０００ｍＰａ・ｓの熱硬化性のエポキ
シ樹脂（第２の保護層１６）を精密描画が可能なディスペンサー（武蔵エンジニアリング
社製、製品名ＳＨＯＴ　ＭＩＮＩ　ＳＬ）を用いて１０μｍ厚に塗布した（図６（ａ））
。その後、このエポキシ樹脂を真空環境下で１００℃の温度で１５分間加熱して硬化させ
た。
【００７２】
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　引き続いて、その上に４μｍ厚で同じ樹脂２３を塗布し（図６（ｂ））、その上からフ
ォトマスク２４で露光した（図６（ｃ））。露光量はマイクロレンズ１６ａの形状から換
算した２次元の分布を持つように設定した。露光された樹脂を現像することによって、所
望の形状のマイクロレンズ１６ａが形成された（図６（ｄ））。露光量の面内の制御は、
フォトマスク２４の透過率を面内で制御することで行なった。その後、樹脂を再度真空環
境下で１００℃の温度で１５分間加熱して硬化させた。この熱処理は、マイクロレンズ表
面の平滑化も兼ねている。なお、異物等があっても樹脂材料で埋めることを目的としてい
るので、第２の保護層１６の最小膜厚（最薄部の膜厚）は１０μｍとした。
【００７３】
　最後に、窒化珪素からなる無機材料の保護膜（第３の保護層１７）を、ＳｉＨ４ガス、
Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。第３の保護膜１７の膜厚は１
μｍとし、有機ＥＬ素子が形成された表示領域の全面を覆うように形成した（図６（ｅ）
）。
【００７４】
　なお、上述の実施例においては、画素の配置について言及していないが、画素の配置に
応じてマイクロレンズ１６ａの形状を以下のようにすることが好ましい。図７は本発明の
表示装置の正面図である。図７で示されるように画素の配置がＲＧＢでデルタ配置の場合
は、マイクロレンズ１６ａの外形は表示装置の正面からみた時に円形となるように形成す
るのが好ましい。図７において、１０１はＲ（赤色発光）の画素、１０２はＧ（緑色発光
）の画素、１０３はＢ（青色発光）の画素を示す。また、１０４はマイクロレンズ１６ａ
の外形を示す。図７においてＲＧＢ画素のそれぞれには１個のマイクロレンズ１６ａが形
成されている。
【００７５】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）で示されるように画素がストライプ配置の場合には、１副画
素を覆うように、蒲鉾型の細長い形状でマイクロレンズ１６ａを形成するのが好ましい。
ここで、図７と同番号の符号については同一の構成を示す。図８（ａ）は本発明の表示装
置の正面図であり、図８（ａ）で示されるようにＲＧＢ画素のそれぞれには１個のマイク
ロレンズ１６ａが形成されている。図８（ｂ）は図８（ａ）に示す表示装置の斜視図であ
る。なお、図８（ｂ）において、第１の保護層、第３の保護層は不図示としている。図８
（ａ）、図８（ｂ）で示される蒲鉾型のマイクロレンズアレイの場合には、図８（ａ）の
上下方向には集光効果が無く、図８（ａ）の左右方向でのみ正面への集光効果を得ること
ができた。
【００７６】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）は、図８（ａ）及び図８（ｂ）で示される蒲鉾型のマイクロ
レンズの変形例である。なお、図７と同番号の符号については同一の構成を示す。図９（
ａ）、図９（ｂ）で示されるように、マイクロレンズ１６ａは紙面の上下方向に細長い蒲
鉾型の形状であり、図９（ａ）の上下方向に並ぶ一列の画素に対して共通のマイクロレン
ズ１６ａを形成した。具体的には、Ｒ画素の配列、Ｇ画素の配列、青画素の配列のそれぞ
れに対して１個の細長い蒲鉾型のマイクロレンズ１６ａを形成した。集光効果は、図８（
ａ）、図８（ｂ）のマイクロレンズと同様であり、図９（ａ）の上下方向には集光効果が
無く、図９（ａ）の左右方向でのみ正面への集光効果を得ることができた。
【００７７】
　なお、図７のＲＧＢ画素のデルタ配置において、図７の左右方向に細長い蒲鉾型のマイ
クロレンズ形状としても良い。この場合、図７の左右方向には集光効果が無く、図７の上
下方向でのみ正面への集光効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　基板
　１１　アノード電極
　１３　有機ＥＬ層
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　１４　カソード電極
　１５　第１の保護層
　１６　第２の保護層
　１６ａ　マイクロレンズ
　１７　第３の保護層
　５１　層間絶縁膜
　５２　平坦化膜

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月20日(2010.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（削除）
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機Ｅ
Ｌ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に形
成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、該第１の保護
層の上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層の上に形成され
た、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前記発光層で発
光した光の少なくとも一部を集光させるマイクロレンズが形成されており、
前記マイクロレンズは、複数の有機ＥＬ素子に亘って連続して細長い半円筒型の形状を有
していることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機Ｅ
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Ｌ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に形
成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、該第１の保護
層の上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層の上に形成され
た、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前記発光層で発
光した光の少なくとも一部を集光させるマイクロレンズが形成されており、
前記基板の上には、無機材料からなる層間絶縁膜と表面を平坦にするための平坦化膜とが
この順に形成されており、前記層間絶縁膜と前記平坦化膜とを介して前記有機ＥＬ素子が
形成されており、前記第１の保護層は、前記複数の有機ＥＬ素子が形成された表示領域で
前記層間絶縁膜と接していることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
（削除）
【請求項７】
一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機Ｅ
Ｌ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に形
成された保護層を有し、前記保護層は、前記発光層で発光した光の少なくとも一部を集光
させるマイクロレンズが形成されており、
前記マイクロレンズは、前記複数の有機ＥＬ素子に亘って連続して細長い半円筒型の形状
を有していることを特徴とする表示装置。
【手続補正書】
【提出日】平成22年6月9日(2010.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（削除）
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
　一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機
ＥＬ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に
形成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、該第１の保
護層の上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層の上に形成さ
れた、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前記発光層で
発光した光の少なくとも一部を集光させるマイクロレンズが形成されており、
　前記マイクロレンズは、複数の有機ＥＬ素子に亘って連続して細長い半円筒型の形状を
有していることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
　一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機
ＥＬ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に
形成された保護層を有し、前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、該第１の保
護層の上に形成された、樹脂材料からなる第２の保護層と、該第２の保護層の上に形成さ
れた、無機材料からなる第３の保護層とからなり、前記第２の保護層には、前記発光層で
発光した光の少なくとも一部を集光させるマイクロレンズが形成されており、
　前記基板の上には、無機材料からなる層間絶縁膜と表面を平坦にするための平坦化膜と
がこの順に形成されており、前記層間絶縁膜と前記平坦化膜とを介して前記有機ＥＬ素子
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が形成されており、前記第１の保護層は、前記複数の有機ＥＬ素子が形成された表示領域
の外側で前記層間絶縁膜と接していることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
（削除）
【請求項７】
　一対の電極と、該一対の電極に挟持された、発光層を含む有機化合物層とを有する有機
ＥＬ素子が、基板上に複数形成された表示装置であって、前記複数の有機ＥＬ素子の上に
形成された保護層を有し、前記保護層は、前記発光層で発光した光の少なくとも一部を集
光させるマイクロレンズが形成されており、
　前記マイクロレンズは、前記複数の有機ＥＬ素子に亘って連続して細長い半円筒型の形
状を有していることを特徴とする表示装置。
【手続補正書】
【提出日】平成24年7月25日(2012.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に、一対の電極と前記一対の電極の間に配置された発光層を含む有機化合物層
とを有する複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子の上に形成された保護層と、
を有する表示装置であって、
　前記保護層は、無機材料からなる第１の保護層と、前記第１の保護層の上に形成された
樹脂材料からなる第２の保護層と、前記第２の保護層の上に形成された無機材料からなる
第３の保護層とを有し、
　前記第２の保護層には、前記発光層から発せられた光の少なくとも一部を集光させるレ
ンズが形成されており、
　前記レンズは、複数の有機ＥＬ素子にわたって連続して形成されていることを特徴とす
る表示装置。
【請求項２】
　前記レンズの形状は、半円筒状であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　互いに隣接するレンズは、連続的な曲線で繋がっていることを特徴とする請求項１又は
２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第２の保護層は、水分含有率が１００ｐｐｍ以下の樹脂材料からなることを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第２の保護層の膜厚は、１μｍ以上５０μｍ以下であることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１の保護層と前記第３の保護層は、窒化シリコン又は酸窒化シリコンからなるこ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１の保護層の膜厚は、０．１μｍ以上１．０μｍ以下であることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第３の保護層の膜厚は、０．５μｍ以上５．０μｍ以下であることを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１項に記載の表示装置。
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【請求項９】
　前記第１の保護層と前記第３の保護層は、前記複数の有機ＥＬ素子が形成された表示領
域の外で接していることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記基板と前記有機ＥＬ素子との間に、前記基板の上に形成された前記有機ＥＬ素子を
駆動するための回路と、前記回路の上に形成された無機材料からなる層間絶縁膜と、前記
層間絶縁膜の上に形成された樹脂材料からなる平坦化膜と、を有し、
　前記第１の保護層と前記層間絶縁膜は、前記複数の有機ＥＬ素子が形成された表示領域
の外で接していることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の表示装置を背面モニタに備えたデジタルカメ
ラ。
【請求項１２】
　基板の上に、一対の電極と前記一対の電極の間に配置された発光層を含む有機化合物層
とを有する複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子の上に形成された保護層と、
を有する表示装置であって、
　前記保護層には、前記発光層から発せられた光の少なくとも一部を集光させるレンズが
形成されており、
　前記レンズは、複数の有機ＥＬ素子にわたって連続して形成されていることを特徴とす
る表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の表示装置は、基板の上に、一対の電極と前記一対の電極の間に配置された発光
層を含む有機化合物層とを有する複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子の上に
形成された保護層と、を有する表示装置であって、前記保護層は、無機材料からなる第１
の保護層と、前記第１の保護層の上に形成された樹脂材料からなる第２の保護層と、前記
第２の保護層の上に形成された無機材料からなる第３の保護層とを有し、前記第２の保護
層には、前記発光層から発せられた光の少なくとも一部を集光させるレンズが形成されて
おり、前記レンズは、複数の有機ＥＬ素子にわたって連続して形成されていることを特徴
とする。
　また、本発明の表示装置は、基板の上に、一対の電極と前記一対の電極の間に配置され
た発光層を含む有機化合物層とを有する複数の有機ＥＬ素子と、前記複数の有機ＥＬ素子
の上に形成された保護層と、を有する表示装置であって、前記保護層には、前記発光層か
ら発せられた光の少なくとも一部を集光させるレンズが形成されており、前記レンズは、
複数の有機ＥＬ素子にわたって連続して形成されていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　なお、測定に用いたマイクロレンズはレンズ曲率半径Ｒ（２０，３０，６０，１００［
μｍ］）が異なる４種類のものを用意した。それぞれの構成において、画素ピッチを３１
．５μｍ、マイクロレンズ１６ａの最大幅を３１．５μｍ、発光領域（画素分離層で規定
された１画素の発光領域）の幅を１６．５μｍとした。また、カソード電極は酸化インジ
ウムと酸化亜鉛の混合物で構成し、屈折率１．９、膜厚０．０５μｍとした。第１の保護
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層はＳｉＮで構成し、屈折率１．８３、膜厚０．１８μｍとした。第２の保護層はエポキ
シ樹脂で構成し、屈折率１．５４、最小膜厚を１０μｍとした。第３の保護層はＳｉＮで
構成し、屈折率１．８３、膜厚１μｍとした。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　次に、図４（ｃ）に示すように第１の保護層１５上に、第２の保護層１６を表示領域の
全域に形成する。第２の保護層１６は樹脂材料からなる。また、第２の保護層の膜厚は、
エッチング残渣などのゴミを十分にカバーすることが可能であると共に画素分離層１２に
生じる凹凸を平坦化することが可能なように、１０μｍ～１００μｍ程度とする。樹脂材
料としては水分含有が少ない熱硬化型樹脂、熱可塑性樹脂、光硬化型樹脂を用いることが
できる。熱硬化型樹脂と光硬化型樹脂を用いた場合、成膜方法としては、スピンコート法
、ディスペンス法などを用いることが可能である。また、第１の保護層１５上に、膜厚１
０μｍ～１００μｍ程度の熱可塑性樹脂のフィルムを真空下にて貼りつける方法も用いる
ことができる。具体的な樹脂材料としては、エポキシ樹脂、ブチル樹脂が好適に用いられ
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　次に、図４（ｄ）に示すように、マイクロレンズ１６ａを成形するための型２１を用意
し、樹脂材料に気泡が混入しないように、型２１を樹脂材料に対して押圧する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　ここで、第１の保護層１５と第３の保護層１７は、図５に示すように、有機ＥＬ素子が
形成された表示領域の外側であって、有機ＥＬ素子が形成されていない周辺領域で直接接
し、第２の保護層１６を挟み込むように形成されている。つまり、第２の保護層１６は、
第１の保護層１５と第３の保護層１７とで封止された構成となっている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また、図５に示すように、基板１０上の平坦化膜５２下に形成された層間絶縁膜５１と
第１の保護層１５は、周辺領域で直接接し、平坦化膜５２、有機ＥＬ層１３、カソード電
極１４及び不図示の画素分離層を挟み込むように形成されている。つまり、平坦化膜５２
、有機ＥＬ層１３、カソード電極１４、画素分離層は、層間絶縁膜５１と第１の保護層１
５とで封止された構成となっている。層間絶縁膜５１は、窒化シリコン、酸化窒化シリコ
ン等の無機材料で構成され、防湿性に優れているため、平坦化膜５２や画素分離層を通じ
て表示領域内部に外部から水分が浸入することを防止できる。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　有機ＥＬ層１３としては、始めに、ホール輸送層をすべての画素に８７ｎｍの厚さで成
膜した。この際の真空度は１×１０－４Ｐａ、蒸着レートは、０．２ｎｍ／ｓｅｃであっ
た。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　続いて、すべての画素に共通の電子輸送層としてバソフェナントロリン（Ｂｐｈｅｎ）
を真空蒸着法にて１０ｎｍの厚さで形成した。蒸着時の真空度は１×１０－４Ｐａ、成膜
速度は０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　その後、共通の電子注入層として、ＢｐｈｅｎとＣｓ２ＣＯ３を共蒸着（重量比９０：
１０）して４０ｎｍの厚さで形成した。蒸着時の真空度は３×１０－４Ｐａ、成膜速度は
０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　ここで、クリーンルームおよびプロセス装置の環境を考慮して、異物等があっても樹脂
材料で平坦化することを目的としているので、第２の保護層１６の最小膜厚（最薄部にお
ける膜厚）は１０μｍとした。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　さらに、図４（ｆ）のように、窒化珪素からなる無機材料の保護膜（第３の保護層１７
）を、ＳｉＨ４ガス、Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。第３の
保護層１７の膜厚は１μｍとし、有機ＥＬ素子が形成された表示領域の全面を覆うように
形成した。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００７３】
　最後に、窒化珪素からなる無機材料の保護膜（第３の保護層１７）を、ＳｉＨ４ガス、
Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。第３の保護層１７の膜厚は１
μｍとし、有機ＥＬ素子が形成された表示領域の全面を覆うように形成した（図６（ｅ）
）。
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